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「
み
ん
な
で
守
ろ
う
！ 

子
ど
も
の
笑
顔
」

全
国
的
に
児
童
虐
待
に
関
す
る

相
談
件
数
は
増
加
し
て
い
ま
す
。

児
童
虐
待
問
題
は
、
社
会
全
体
で

早
急
に
解
決
す
べ
き
重
要
な
課
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
市

で
は
、
児
童
虐
待
防
止
に
関
し
て

の
講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。
皆
さ

ん
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り

ま
す
。

■
日
時

8
月
21
日
㈭

午
前
10
時
〜
正
午

（
9
時
30
分
受
付
開
始
）

■
会
場

道
の
駅
し
も
つ
け　

研
修
室

■
講
演
会
テ
ー
マ

児
童
虐
待
防
止
へ

　
　
　
　

大
人
の
役
割

　

〜
地
域
・
学
校
・
行
政
の

　

で
き
る
こ
と
〜

■
講
師

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
県
カ
ウ
ン
セ
リ
ン

グ
協
会
理
事
長

丸
山　

隆　

氏

※
今
春
ま
で
長
き
に
わ
た
り
栃
木

県
連
合
教
育
会
相
談
部
長
を
務
め

ら
れ
、
児
童
生
徒
、
保
護
者
の
悩

み
と
向
き
合
っ
て
こ
ら
れ
た
先
生

で
す
。

■
参
加
費　

無
料
（
予
約
不
要
）

■
対
象
者

子
ど
も
に
関
わ
る
方
、
子
育
て

中
の
方
、
そ
の
他
、
児
童
虐
待
防

止
に
関
心
の
あ
る
方

■
問
い
合
わ
せ
先

こ
ど
も
福
祉
課

☎（
52
）1
1
1
4

き
ら
ら
館

「
き
ら
ら
の
湯
」

廃
止
の
お
知
ら
せ

「
き
ら
ら
の
湯
」
は
、
９
月
30

日
を
も
っ
て
廃
止
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

利
用
者
の
皆
様
に
は
、
長
い
間

ご
利
用
、
ご
愛
顧
を
い
た
だ
き
ま

し
て
、
心
か
ら
感
謝
申
し
あ
げ
ま

す
。な

お
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
は
、

引
き
続
き
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

ま
た
、「
ゆ
う
ゆ
う
館
」
に
は

露
天
風
呂
、「
ふ
れ
あ
い
館
」
に

は
温
水
プ
ー
ル
が
併
設
さ
れ
て
お

り
ま
す
の
で
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

き
ら
ら
館　

☎（
52
）３
７
１
１

お
盆
期
間
中
の
小
中
学
校

学
校
業
務
休
止
に
つ
い
て

市
内
16
校
の
小
中
学
校
で
は
お

盆
期
間
中
の
８
月
13
日
㈬
か
ら
15

日
㈮
ま
で
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策

に
向
け
て
の
節
電
ア
ク
シ
ョ
ン
推

進
と
教
職
員
の
休
暇
取
得
の
推
進

の
た
め
、
学
校
業
務
を
休
止
し
ま

す
。学

校
へ
の
問
い
合
わ
せ
に
つ
い

て
は
、
市
学
校
教
育
課
で
承
り
ま

す
の
で
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

な
お
、
体
育
館
及
び
校
庭
等
の

貸
し
出
し
に
つ
い
て
は
、
通
常
ど

お
り
行
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

学
校
教
育
課
☎（
52
）1
1
1
8

学
校
教
育
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

の
業
務
休
止
に
つ
い
て

小
中
学
校
の
業
務
休
止
に
併
せ
、

８
月
13
日
㈬
か
ら
15
日
㈮
ま
で
、

学
校
教
育
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の

業
務
を
休
止
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

学
校
教
育
課
☎（
52
）1
1
1
8

道
路
に
樹
木
が
張
り
出

し
て
い
ま
せ
ん
か
？

敷
地
か
ら
道
路
上
に
樹
木
の
枝

が
伸
び
て
、
車
道
や
歩
道
を
覆
っ

て
い
る
光
景
が
よ
く
見
か
け
ら
れ

ま
す
。

こ
れ
ら
道
路
上
に
伸
び
た
枝
は
、

車
の
運
転
者
や
歩
行
者
の
視
界
を

さ
え
ぎ
り
、
通
行
の
妨
げ
と
な
り

ま
す
。
ま
た
、
倒
木
な
ど
に
よ
っ

て
、
思
わ
ぬ
事
故
を
招
き
、
地
主

が
管
理
責
任
を
問
わ
れ
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。

伸
び
す
ぎ
た
枝
は
せ
ん
定
す
る

な
ど
、
適
正
な
管
理
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

建
設
課　

☎（
48
）２
１
１
３

♥認知症サポーター養成講座コーナー♥
市では、定期的に『認知症サポーター養成
講座』を開催しています。今回は、水道検針
員の方々を対象に講座を開催しました。受講
者の方からは、「認知症への理解が深まった。」
「自分達ができることが分かった。」などの意
見がありました。

■問い合わせ先　高齢福祉課　☎（40）5556

○認知症サポーターとは…認知症を理解し、認知症の方や
家族を見守る、人です。認知症サポーターを一人でも増や
し、安心して暮らせるまちを地域のみなさんとつくってい
きます。養成講座受講希望の方はお問い合わせください。

水道検針員の皆さん


